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１．mintsとは

mints
民事裁判書類電子提出システム
（Minji Saiban-syorui Denshi Teisyutu System）

民事訴訟手続のデジタル化（R8.5.21改正法施行）

法改正前

法改正後

訴えの
提起

事件記録
の確認

判決書
の送付

訴えの提起等は、書類
を郵送又は窓口で提出
して行う。

裁判所に対してインターネットで書類を提出したり、裁判所からインターネッ
トで書類を受け取ったりする際に使用するシステム

訴えの提起等は、自宅
からインターネットで
行うことが可能

事件記録は紙で作成さ
れ、裁判所に行って閲
覧する必要

事件記録はデータで作
成され、自宅からイン
ターネットで閲覧する
ことが可能

判決書が紙で作成され、
自宅等に郵送される

判決書がデータで作成
され、自宅からイン
ターネットで閲覧可能

インターネットで訴訟手続を行うに当たり、mintsを利用していただくことになります。



２．ご利用に当たっての注意点

１

２

３

ご利用方法

推奨されるご利用環境

ご利用開始に当たって

mintsは、インターネットに接続して、ウェブブラウザ上で利用するシス
テムです。

お手持ちのパソコンから、mintsのトップページにアクセスしてご利用く
ださい。

推奨ブラウザは、Microsoft Edge 及びGoogle Chromeです。

スマートフォンやタブレット端末で表示する場合、レイアウトが崩れる
ことがありますので、パソコンでのご利用をおすすめします。

最初に利用者登録（サインアップ）が必要になります。

「３．利用者登録（サインアップ）の流れ」をご参照ください。

https://www.mints.courts.go.jp/user/
https://www.mints.courts.go.jp/user/


３．利用者登録（サインアップ）の流れ

Step1
• 裁判所に申し出て、招待メールの送付を受ける

➢ 裁判所にご自身のメールアドレスを提出し、招待メールの送付を受けます。

Step2
• mints上で必要事項を入力

➢ 招待メール記載のURLからmintsにアクセスして、氏名・住所等の必要事項を入力します。

Step3

• 本人確認資料の提出

➢ 原則として、アカウント利用前に、本人確認資料を提出する必要があります。裁判所側でその資料

を確認の上、アカウントを有効化します。

利用者登録（サインアップ）の流れは、以下のとおりです。

具体的な手続や注意事項については、以下の資料をご確認ください。

アカウント登録ガイド（一般個人編、法人編、支配人編、士業者編、
指定代理人編）、操作説明動画（サインアップ編）

利用者登録（サインアップ）の際によくある質問を裁判所ウェブサイトに掲載して
いますので、お困りの際はそちらもご参照ください（リンクはこちら）。

※

https://www.courts.go.jp/assets/mints_account_kojin.pdf
https://www.courts.go.jp/assets/mints_account_houjin.pdf
https://www.courts.go.jp/assets/mints_account_shihainin.pdf
https://www.courts.go.jp/assets/mints_account_shigyousha.pdf
https://www.courts.go.jp/assets/mints_account_shiteidairinin.pdf
https://youtu.be/DNVZZXLGp2Y?si=tAbkbpnQx2_Kvx7T
https://www.courts.go.jp/assets/mints_yokuarutoiawase.pdf


４．mintsでできること

１ mintsのホーム画面

２ 訴えの提起

３ 事件の記録の確認（訴訟記録の閲覧等）や準備書面等の提出

４ 判決書等の受領（裁判所からの送達の受領）

mintsのホーム画面では、裁判所や相手方当事者からのファイルのアップ
ロード等の通知等を確認することができます。

mintsの新規申立一覧画面から、電子申立てをすることができます。

mints上の事件情報（電磁的訴訟記録）にアクセスし、訴状、準備書面や
証拠のデータを確認するとともに、準備書面等のデータをアップロードす
ることができます。

mints上の事件情報（電磁的訴訟記録）に、裁判所書記官が電子判決書等
のデータをアップロードすることにより、mintsを利用している当事者に
対して、送達をすることができます。

デジタル化後の民事訴訟手続のため、
mintsでは、主に、次の４つの機能を活用することができます。



４．mintsでできること（続き）

１ mintsのホーム画面

ホーム画面 重要なお知らせ 新着情報

mintsにサインインし
た場合にはじめに表
示されるトップ画面

裁判所や相手方から
ファイルがアップロー
ドされた場合や、相手
方がファイルを閲覧し
た場合などに、この欄
に表示される。

自分が行ったファイ
ルのアップロードが
完了した場合や、個
別の事件に当事者と
して設定された場合
などに表示される。

チャットボット

不明な点があったと
きに、チャットボッ
トに質問をすること
が可能。このバナー
をクリックして、
チャットボットの画
面に移動する。



４．mintsでできること（続き）

２ 訴えの提起

新規申立一覧 新規申立ての一覧 新規作成

ホーム画面（前ページ）など
からこのボタンをクリックす
ると、この画面に移動します。

これまでに提起した訴えや、
提起しようとして作業途中で
一時保存したものが一覧で表
示されます。

このボタンをクリックし、
移動したページで、画面上
の指示に従い、必要事項を
入力して訴えを提起します。

以下の画面は、訴えを提起する際に使う画面（新規申立一覧画面）です。

具体的な手順は、操作説明動画（リンクはこちら⇒動画➀、➁、③）をご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=MQW8XJ16isk&list=PLS5EiOIcY5OcQ5EtZRtvEi5akfa4tH2Kw&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=MQW8XJ16isk&list=PLS5EiOIcY5OcQ5EtZRtvEi5akfa4tH2Kw&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=esXrKiRWB58&list=PLS5EiOIcY5OcQ5EtZRtvEi5akfa4tH2Kw&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=tPagSGyqy7c&list=PLS5EiOIcY5OcQ5EtZRtvEi5akfa4tH2Kw&index=4


４．mintsでできること（続き）

３ 事件の記録の確認（訴訟記録の閲覧等）

事件一覧画面 閲覧・ダウンロード

ホーム画面などからこのボ
タンをクリックすると、自
分の事件の一覧が表示され
ます。そこから、閲覧した
い事件をクリックし、この
画面に移動します。

訴えの提起後、その事件に関する画面（事件情報）が作成されます。

閲覧したいファイルについて「 」等の
マークをクリックすることで、その内容を
確認（閲覧）することができます。
また、「ダウンロード」をクリックするこ
とで、お手持ちのパソコンにファイルを保
存することも可能です。

具体的な手順は、
操作説明動画
（リンクはこちら）
をご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=DHpDx3cFJxQ&list=PLS5EiOIcY5OcQ5EtZRtvEi5akfa4tH2Kw&index=7


４．mintsでできること（続き）

４ 判決書等の受領（裁判所からの送達の受領）

判決書等の重要な文書については、法律上、「送達」という形で通知がされること
になっています。

送達は、これまでは郵送により行っていましたが、mintsをお使いの方については、
mints上で行われることが想定されます。

mintsに対象文書がアップロードされると、メールで通知が届きます。通知を受け、
mints上で対象文書を閲覧、ダウンロード又は印刷すると、送達完了です。

仮に対象文書の閲覧等をしなくても、通知の発出から１週間経過すると送達がされ
たことになり、法律上の効果が発生しますので、通知を見逃さないように注意して
ください。

10

通知メールの例
（トップ画面にも表示されます）



５．お困りの際は

mintsの操作についてお困りの際は、以下の資料をご覧ください。

操作マニュアル

操作説明動画

チャットボット

上記資料を読んでも疑問点が解決しない場合には、問合せフォーム等から
お問い合わせいただくことも可能です。詳細は、mintsのトップページから
ご確認ください。

mintsの操作について解説した、いわば「システムの教科書」
です。画面の写真も使用して、分かりやすく解説しています。
（リンクはこちら）

mintsの操作を動画で解説しています。代表的な操作ごとに
一連の流れを確認することができ、初めての方にとっても
視覚的に分かりやすくなっています。（リンクはこちら）

不明な点があったときに、チャットボットに質問をすること
ができます。チャットボットには、これまで受けた質問も登
録し、随時更新をしています。（リンクはこちら）

https://www.mints.courts.go.jp/user/user_manual.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLS5EiOIcY5OcQ5EtZRtvEi5akfa4tH2Kw
https://mints.web-aisakurasan.com/?No=1


５．お困りの際は（続き）

デジタル化後の民事訴訟の具体的な運用については、以下の資料をご覧ください。

民事訴訟フェーズ３
に向けた準備の手引

フェーズ３法廷用等
機器説明動画

民事訴訟フェーズ３
で使用する書式

そのほか、デジタル化後の民事訴訟手続に関する資料は、
裁判所のウェブサイトに掲載しています。
ご不明な点がある場合には、是非一度ご覧ください。

mintsを利用した民事訴訟の手続について、運用面を整
理した基本的な資料です。運用面で不明な点がある際は、
まずはこちらをご覧ください。（リンクはこちら）

民事訴訟のデジタル化に伴い、法廷にも各種デジタル機
器を整備しています。その概要について知りたい場合は、
こちらの動画が参考になります。（リンクはこちら）

mintsにファイルをアップロードする際にお使いいただ
ける書式を整理しています。（リンクはこちら）

民事訴訟手続の
デジタル化

裁判所ウェブサイト上で、デジタル化後の民事訴訟手続を
手続ごとに簡単に説明しています。（リンクはこちら）

また、一般の方向けの説明資料もありますので、ご覧くだ
さい。（リンクはこちら）

https://www.courts.go.jp/assets/071031_f3jyunbi_tebiki.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mGVW4hdnVig
https://www.courts.go.jp/saiban/minjidejitaruka/minso_shiryou/index.html#3_shoshiki
https://www.courts.go.jp/saiban/minjidejitaruka/index.html
https://www.courts.go.jp/saiban/minjidejitaruka/minso_gaiyou/index.html
https://www.courts.go.jp/assets/dejitarukasekou2.pdf
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